
様式 １ 公表されるべき事項

独立行政法人日本芸術文化振興会の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（918,000円）に地域手当（本給月額の20%）を加算して算出してい
る。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規程に則り、
本給及び地域手当月額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及
び地域手当月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第19条の4第
2項及び同法第19条の7第2項に定める指定職俸給表の適用を受ける者に適用される
期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に在職期間
を勘案した割合を乗じて支給している。

なお、令和4年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、特別手
当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。また、夏季特別手当において、令
和3年度冬季に支給された特別手当の一部（0.1月分）を減額調整する特例措置を実
施した。

  ② 令和４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和４年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

独立行政法人日本芸術文化振興会は、広く我が国の文化芸術の振興又は普及を図るための
活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能の保存及び振興を図るとと
もに、我が国における現代の舞台芸術の振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向
上に寄与することを目的としている。

そうした組織の中で、理事長は、法人全体の業務を総括する一方で、民間との連携を進める
など、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、芸術文化に対する高度な専門性が求めら
れる。理事においても多岐に渡る業務を遂行する理事長の職務を補佐するにあたり、相当の専
門的能力が求められる。

以上により役員報酬の設定にあたっては、国家公務員の指定職、文化分野の保存・活用等を
図ることを主要な業務とする他法人及び同規模の文部科学省所管である他法人を参考として
いる。

役員給与の本給月額について、理事長は理事及び監事の職務の困難度、実績等を勘案して
必要と認める場合は、規定の額を超えて本給月額を決定することができる。また、特別手当に
ついては、文部科学大臣が行う業績評価の結果を参考とし、100分の10以内の範囲内で、これ
を増額し、又は減額することができる。
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理事

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（761,000円）に地域手当（東京は本給月額の20%、大阪は16%）を
加算して算出している。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役
員給与規程に則り、本給及び地域手当月額並びに本給月額に100分の25を乗じて得
た額並びに本給及び地域手当月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職
給与法第19条の4第2項及び同法第19条の7第2項に定める指定職俸給表の適用を受
ける者に適用される期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて
得た額に在職期間を勘案した割合を乗じて支給している。

また、理事長は理事の職務の困難度、実績等を勘案し必要と認める場合は、本給月
額（761,000円）を超える月額を決定することができる。

なお、令和4年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、特別手
当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。また、夏季特別手当において、令
和3年度冬季に支給された特別手当の一部（0.1月分）を減額調整する特例措置を実
施した。

役員報酬支給基準は、本給、地域手当、単身赴任手当、通勤手当及び特別手当か
ら構成されている。月額については、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規
程に則り、本給月額（687,000円）に地域手当（本給月額の20%）を加算して算出してい
る。特別手当についても、独立行政法人日本芸術文化振興会役員給与規程に則り、
本給及び地域手当月額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及
び地域手当月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に一般職給与法第19条の4第
2項及び同法第19条の7第2項に定める指定職俸給表の適用を受ける者に適用される
期末手当及び勤勉手当の支給割合を合計した支給割合を乗じて得た額に在職期間
を勘案した割合を乗じて支給している。

また、理事長は監事の職務の困難度、実績等を勘案し必要と認める場合は、本給月
額（687,000円）を超える月額を決定することができる。

なお、令和4年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、特別手
当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。また、夏季特別手当において、令
和3年度冬季に支給された特別手当の一部（0.1月分）を減額調整する特例措置を実
施した。

非常勤役員の報酬基準は非常勤役員手当としている。月額は92,000円である。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和４年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,257 11,016 4,965
2,203

73
（地域手当）
（通勤手当） *

千円 千円 千円 千円

15,200 9,132 4,102
1,826

139
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,259 9,132 4,115
1,826

185
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,321 9,132 3,999
1,461

648
82

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
※

千円 千円 千円 千円

13,763 8,244 3,715
1,649

155
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,104 1,104 0 0
（ ）

注１：前職欄の記号は、以下であることを示す。

注２：各内訳については千円未満切捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員
が独立行政法人等の役員に就任し退職した後独立行政法人の役員となった者、該当がない場合
は空欄

理事B

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長A

理事A

監事B
（非常勤）

監事A

前職

理事C
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

該当者なし

監事

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

日本芸術文化振興会は、文化芸術活動に対する助成金の交付、伝統芸能の公開
及び現代舞台芸術の公演の実施、伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実
演家等の研修の実施、伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究・資料収集並
びに劇場施設の貸与等の非常に幅広い事業を実施している。そのため芸術文化に精
通し、かつ優れた経営感覚を持ち合わせた者が法人を運営していく必要がある。

理事長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額（23,374千円）と比べてもそれ以下
となっている。文部科学省所管のうち当法人と同規模職員数の法人（日本スポーツ振
興センター、日本学生支援機構）の長の給与も同程度である。また、法人の長の報酬
月額を国家公務員指定職俸給表4号俸と5号俸の間の額とし、国家公務員指定職の
給与改定が行われた際には4号俸の改定率を準用して見直しを行っている。

こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考
えられる。

当法人は、文化芸術活動に対する助成金の交付、伝統芸能の公開及び現代舞台
芸術の公演の実施、伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家等の研修
の実施、伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究・資料収集並びに劇場施設
の貸与等の非常に幅広い事業を実施している。そのため芸術文化に精通し、かつ優
れた経営感覚を持ち合わせた者が法人を運営していく必要がある。また、文部科学省
所管のうち当法人と同規模の法人（日本スポーツ振興センター、日本学生支援機構）
の理事の給与も同程度であり、こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえる
と、報酬水準は妥当であると考えられる。

当法人の監事は、法人の長で記載した多岐にわたる専門性の高い各事業を監査す
る。そのため一般的な会計や業務監査の知識に加え、芸術文化に関する幅広い知識
を持つ者が法人を監査する必要がある。こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。

監事としての職務内容と出勤日数を考慮した報酬水準としており、他法人と比較して
もほぼ同程度であるため、報酬水準は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の独立行政法人、民間
企業との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考えられる。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５ 退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の
10.4625の割合を乗じて得た額に文部科学大臣が0.0から2.0の範囲内で業務実績に対する評
価に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額とする。

引き続き適切な業績給制度の維持に努める。

該当者なし

該当者なし監事

理事

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

監事

法人の長

理事

法人の長
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容及び令和４年度における主な改定内容

２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

252 44.1 7,346 5,370 172 1,976
人 歳 千円 千円 千円 千円

214 45.6 7,621 5,557 177 2,064
人 歳 千円 千円 千円 千円

38 35.7 5,795 4,318 146 1,477
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

20 45.8 4,921 3,639 162 1,282
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 45.8 4,921 3,639 162 1,282
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

注1：常勤職員については、任期付職員を除く。

注2：「舞台技術職員」とは、舞台技術職俸給表の適用者で、舞台監督、舞台操作等に従事する職員である。

注3：「労務職員」とは、庭園管理士である。
注4：常勤職員の「労務職員」及び任期付職員の「舞台技術職員」については、該当者が2人以下のため、当該

個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも

除外している。
注5：在外職員、再任用職員、非常勤職員は該当者がいないため、欄を省略している。

舞台技術職員

舞台技術職員

うち所定内

文部科学省所管の同規模の独立行政法人及び国家公務員の職員給与と比較して、支給水
準を設定している。

当法人は、勤務評価制度により年1回の昇給に反映させているほか、賞与や昇格についても
勤務成績を反映させている。

独立行政法人日本芸術文化振興会職員給与規程に則り、本給及び諸手当（扶養手当、管理
職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、深夜手当、管理
職員特別勤務手当、制作・演出手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対
する地域手当の月額の合計額）に職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額を基礎として
一般職給与法の適用を受ける者の例に準じて別に定める支給割合を乗じて得た額に基準日
以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（本給の月額及びこれに対する地域手当の月額の合
計額）を基礎として、勤務評価制度の活用により別に定める支給割合を乗じて得た額としてい
る。

なお、令和4年度では一般職の職員の給与に関する法律の改定に準拠し、賞与（勤勉手当
分）の引き上げ（0.1月分）を実施した。また、夏季賞与において、令和3年度冬季賞与にて支給
された期末手当の一部（0.15月分）を減額調整する特例措置を実施した。

人員

事務・技術

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

任期付職員

事務・技術

区分

労務職員

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与平均年齢
令和４年度の年間給与額（平均）

総額
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注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

本部部長 8 58.3 11,858

本部副部長 11 56.7 10,552

本部課長 24 54.2 9,752

本部主任専門員 8 48.9 9,128

本部課長補佐 21 52.4 8,164

本部専門員 19 51.8 7,997

本部係長 27 44.3 6,914

本部主任 15 39.6 5,820

本部係員 47 28.7 4,807

地方部長 1 - -

地方副部長 1 - -

地方課長 3 52.8 9,532

地方主任専門員 1 - -

地方課長補佐 6 59.0 8,092

地方専門員 5 52.1 8,026

地方係長 6 49.2 6,542

地方主任 3 51.2 6,338

地方係員 3 29.2 4,978

事務員 5 54.7 5,883

8,437～7,739

7,281～4,510

-

-

②

③

9,100～7,136

8,722～7,021

7,938～4,779

7,182～4,051

6,560～4,041

-

-

注2：地方部長、地方副部長、地方主任専門員の該当者は2人以下のため、当該個人に関する
情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢以下の項目を記載していない。

8,310～7,903

注1：地方課長、地方主任、地方係員の該当者は4人以下のため、当該個人に関する情報
  が特定されるおそれのあることから年間給与額の最高～最低は記載していない。

年間給与額

最高～最低
人員

-

9,857～8,481

-

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔任期付職員を除く。以下、④まで同じ。〕

平均年齢

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

6,110～5,624

12,610～11,051

11,254～9,743

10,453～8,291

分布状況を示すグループ

千円

0

5
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0
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12000

14000
（人）（千円） 年間給与の分布状況（事務・技術職員）

人数

平均年間給与額

年間給与額の第１四分位

年間給与額の第３四分位

国の平均年間給与額
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夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

46.4 44.2 45.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 53.6 55.8 54.7

％ ％ ％

         最高～最低 61.8～42.0 64.5～45.3 63.2～44.2

％ ％ ％

54.8 52.4 53.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.2 47.6 46.4

％ ％ ％

         最高～最低 54.6～41.7 57.8～43.1 55.0～43.0

④

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

４ モデル給与

（扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）
月額 201,200円 年間給与 3,114,279円

○35歳（本部主任）
月額 360,468円 年間給与 5,908,670円

○50歳（本部課長補佐）
月額 498,864円 年間給与 8,195,923円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人
 につき10,000円）を支給

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤務地が1級地及び2級地のみであり、国家公務員と比較して地域手当支
給割合の大きい地域に勤務する職員の比率が高い。（1級地：国33.0%、当
法人86.7%）

学歴別で、大学卒以上の職員が、短大卒・高校卒・中学卒の職員と比較し
て多い。（大学卒：国61.7%、当法人91.7%）
※国家公務員の比率については、令和４年国家公務員給与等実態調査の
行政職（一）適用職員を対象として比較している。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

講ずる措置

給与水準の妥当性の
検証

・年齢・学歴勘案  106.4

内容

・年齢・地域・学歴勘案   95.9

・年齢勘案 109.1

・年齢・地域勘案  98.0

項目

対国家公務員
指数の状況

引き続き、適切な給与水準の設定に努める。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び他の独立行政法人の給与等を総合的
に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数の
一部が100を上回っていることについての理由の説明及び給与水準の妥当
性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な
給与水準の設定に努めていただきたい。

（法人の検証結果）
地域及び学歴を勘案したところ、国家公務員の水準を下回っていることか
ら、給与水準は適切と考える。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 83.4%】
（国からの財政支出額 28,466,731千円、支出予算の総額 34,138,691千

円：令和４年度予算）
【累積欠損額 なし（令和３年度決算）】
【管理職の割合 22.8%(常勤職員数 180名中 41名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 91.7%(常勤職員数 180名中 165名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合 11.6%】

（支出総額 23,831,250千円、給与・報酬等支出総額 2,769,909千円：令
和４年度決算）

当法人は、勤務評価制度により年1回の昇給に反映させているほか、賞
与や昇格についても勤務成績を反映させている。

今後も適正な評価制度の維持に努めたい。
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Ⅲ 総人件費について

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ その他

特になし。

福利厚生費

①退職手当支給額：令和3年度と比べ、高い職位にあった職員の
退職者の減により対前年度比13.4％減となった。
②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月
17日閣議決定）に基づき、平成30年3月31日から以下の措置を講
ずることとした。

役職員の退職手当について、減額措置を実施した。
役員に関する講じた措置の概要：役員退職手当の支給基準を

100分の10.875から100分の10.4625に引き下げ
職員に関する講じた措置の概要：職員退職手当の調整率を100

分の87から100分の83.7に引き下げ
なお、役員及び職員への周知、説明及び調整が必要であったこ

とから、措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期（平成30
年1月1日）と異なる取扱いとした。

区 分

285,112 208,065 246,847

494,473 508,097 533,529 540,010

206,657

2,788,439 2,802,125 2,769,909
給与、報酬等支給総額

2,572,177 2,647,182

3,705,898

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
 記載する。

178,897

最広義人件費

216,907
非常勤役職員等給与

3,760,043 3,748,3253,552,9583,541,835

退職手当支給額

190,073 189,614 191,228 199,534

540,185
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